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当社は、ソニーグループ株式会社（以下「会社」という。）の 2024 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の

「サステナビリティレポート 2024」（以下「同レポート」という。）に記載されている、✓(チェックマーク)が

付された、以下の表に示す情報（以下「選択されたサステナビリティ情報」という。）について、限定的保証業

務を実施した。 

選択されたサステナビリティ情報 

2024年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の選択されたサステナビリティ情報は以下のとおりである。 

選択された情報 数値(単位) 

温室効果ガス排出量スコープ 1(直接排出) 24.1（万トン-CO2） 

温室効果ガス排出量スコープ 2(間接排出) 82.6（万トン-CO2） 

温室効果ガス排出量スコープ 3(その他の排出)のうち、以下のカテゴリー合計 

カテゴリー2 ：資本財

カテゴリー3 ：スコープ 1，2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動

カテゴリー4 ：輸送、配送（上流）

カテゴリー5 ：事業から出る廃棄物

カテゴリー6 ：出張

カテゴリー11：販売した製品の使用

カテゴリー12：販売した製品の廃棄

1,511.7（万トン-CO2） 

再生可能エネルギー電力率 35.3％ 

事業所の水使用量 2,086（万㎥） 

事業所の排水量 1,967（万㎥） 

事業所の水質汚濁物質（BOD）排出量 419（トン） 

事業所の水質汚濁物質（COD）排出量 86（トン） 
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当社による保証は、2024 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の情報のみに関するものであり、2024 年の同

レポートに含まれるそれ以前の期間またはその他の情報について手続を実施しておらず、当該これらの情報に対

しては何らの結論も表明しない。 

 

報告規準 

選択されたサステナビリティ情報を作成するために会社が使用する規準(以下「報告規準」という。)は、同レ

ポートの「データ集」内の「環境データ集計の方法および考え方」セクションに記載されている。 

 

会社の責任 

会社は、適用された報告規準に準拠して選択されたサステナビリティ情報を作成する責任を負っている。この

責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない選択されたサステナビリティ情報を作成するために必要な

内部統制をデザインし、業務へ適用し維持することが含まれている。 

 

固有の限界 

非財務情報の測定及び評価の実務は、その重要な部分が確立途上であるため、複数の許容可能な測定及び測定

方法が想定され、企業間の比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。さらに、温室効果ガス排出量の算定は、

様々なガスの排出量を結合するため必要な排出係数と数値データの決定に利用される科学的知識が不完全なため、

固有の不確実性の影響下にある。 

 

職業倫理、独立性及び品質管理 

当社は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての

行動の原則を基礎とする国際会計士倫理基準審議会の公表した「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性

基準を含む。）」が求める独立性及びその他の職業倫理に関する規定を遵守した。 

また、当社は、国際品質マネジメント基準第 1 号「財務諸表の監査若しくはレビュー又はその他の保証若しく

は関連サービス業務を行う事務所の品質マネジメント」に準拠して、職業倫理、職業的専門家としての基準及び

適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び運用して業務を実施した。 

 

当社の責任 

当社の責任は、当社が実施した手続及び当社が入手した証拠に基づいて、選択されたサステナビリティ情報に

対する限定的保証の結論を表明することにある。当社は、以下の国際保証業務基準に準拠して限定的保証業務を

行った。 

・ 国際保証業務基準 3000 号「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」（ISAE3000） 

・ 国際保証業務基準 3410 号「温室効果ガス報告に対する保証業務」（ISAE3410） 

当該基準は、当社が、選択されたサステナビリティ情報に重要な虚偽表示がないかどうかについて限定的保証

を得るために、業務計画を策定し、業務を実施することを求めている。 

限定的保証業務は、選択されたサステナビリティ情報を作成するための基礎として会社が使用する規準の適合

性を評価すること、選択されたサステナビリティ情報の不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを評価するこ

と、状況に応じて必要と認める評価したリスクへの対応、及び、選択されたサステナビリティ情報の全般的な表

示を評価することを含んでいる。限定的保証業務は、内部統制の理解を含むリスク評価手続と、評価したリスク

に対応して実施された手続の両方に関して、その範囲が合理的保証業務より相当程度狭くなる。 

当社が実施した手続は、当社の職業的専門家としての判断に基づいており、質問、観察、閲覧、分析的手続、

算定方法と報告方針の適切性の評価及び基礎となる記録との照合又は調整を含んでいる。具体的には、当社は、

主に以下を実施した。 

・ 選択されたサステナビリティ情報に関する責任者への質問 

・ 固有リスク及び重要性に基づいて選択された特定の拠点における選択されたサステナビリティ情報の収集方

法及び報告に関するプロセスの理解 

・ データが適切に測定、記録、照合及び報告されていることを確かめるための選択されたサステナビリティ情

報に対する分析的手続及びサンプルベースでの限定的な実証手続 

・ 選択されたサステナビリティ情報の表示及び開示の検討 



 
 

- 3 - 

限定的保証業務で実施する手続は、合理的保証業務に対する手続と比べて、その種類が異なり、その実施範囲

は狭い。その結果、限定的保証業務で得た保証水準は、当社が合理的保証業務を実施したとすれば得たであろう

保証水準よりも相当程度に低い。したがって、当社は、会社の選択されたサステナビリティ情報が、全ての重要

な点において、報告規準に準拠して作成されているかどうかについて、合理的保証意見を表明しない。 

 

限定的保証の結論  

当社が実施した手続及び入手した証拠に基づいて、ソニーグループ株式会社の 2024 年 3 月 31 日をもって終了

する事業年度の選択されたサステナビリティ情報が、報告規準に準拠して作成されていないと信じさせる事項は

全ての重要な点において認められなかった。 

 

以  上 

 

 




